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生活情報 

【委託内容】 
　国民年金保険料の納め忘れのあるお客様に対して、
電話や文書、戸別訪問による納付案内と免除・猶
予制度のご案内、戸別訪問による保険料の収納業務、
その他口座振替などのご案内を委託しております。  
【委託理由】 
　日本年金機構は、事業の民間委託を通じてお客
様に年金制度についてのご理解を深めていただくと
ともに、保険料の納め忘れによる低額年金者や無
年金者の減少を目指しております。 
【振り込め詐欺などにご注意！】 
　民間事業者は、日本年金機構が発行した納付書

により最寄りの金融機関やコンビニエンスストアで
お支払いしていただくようご案内します。このため、
銀行口座を指定してＡＴＭの操作により振り込みを
お願いすることはありません。 
　民間事業者が戸別訪問して保険料をお預かりする
場合、顔写真入りの納付督励員証明書（身分証）
を提示し、日本年金機構が発行する納付書をお持
ちの方に限り、保険料をお預かりすることが可能となっ
ています。 
※納付書をお持ちでない方から保険料をお預かりす
　ることはありません。 
《ご不明な点がありましたら、お問い合わせください》 

【ご案内させていただく民間事業者（平成26年10月から）】 
日立トリプルウィン（株）　問い合わせ　☎0120（211）231

国民年金保険料のご案内を民間委託しています 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6311

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市医師会リレーコラム 

シリーズ「がんを知る」
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